
タイ国家立法議会の賛成２０６票で「国家スポーツ政策法案」成立 

 

タイ国家立法議会は、「…年 国家スポーツ政策法案」を賛成 206 票で成立させました。

この法律の内容については、「国と国民の利益のために、国家スポーツ政策推進委員会を

設置し、スポーツ推進計画の策定を制度化する」ということに焦点を当てています。 

 

2018 年 1 月 11 日、タイ国家立法議会は、特別審査委員会における審査が終了した「…年 

国家スポーツ政策法案」を委員会の見解に基づき審議し、出席議員 212 人のうち賛成 

206 人、反対なし、棄権６人で法律案を可決しました。 

この法律案について、ニラワット・プンナガン特別審査委員長は、「委員会の審査後、国

家スポーツ政策推進委員会の定数を１６人から１８人に変更したり、委員は職権上の委員

であるという条件を付けたりすることなどの法律案の内容を部分的に修正した。そして、

この法律の下で、新設の委員会により策定された国家スポーツ推進計画は未だにないた

め、計画が完成するまで観光・スポーツ省の現行スポーツ基本計画をそのまま使用してい

く。ただし、計画の使用期間はこの法律の施行後から１年以内に限られている」と述べま

した。また、スポーツ政策推進委員会の委員として有識者の任命については、国の状態に

適したスポーツ政策を作成する際、徹底的に考慮しなければならないため、法律の規定に

基づき有識者又は経験者の出どころが重なることなく各分野から一人ずつ任命すべきであ

る。一方、スポーツ上のインフラ整備の標準化に関しては、障害者が誰でもアックセスで

きるように障害者のことを慎重に配慮しながら包括的に実施することが必要だという見解

を示しました。 

そのうえで、この法律の制定については、「国の経済開発・社会発展及びその開発に不可

欠な国民（人材）の能力向上にとってスポーツが重要な要素であるが、国・人・社会の 

変化に対応した効果的なスポーツ振興・開発基本政策のメカニズムは制度的に整っていな

いことを理由としている。将来、この法律でスポーツに関する政策又は計画を策定・推

進・監視・評価する義務付けられた国家スポーツ政策推進委員会を設置することにより、

国のスポーツに関する開発支援ネットワークの具体的なあり方とスポーツ上の制度的な実

施・運営をもたらす見通しだ」と述べました。 
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